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令和８年度 法人の基本方針 

 

 創造主である神のメッセージの中で特に大切なのは、「命の尊厳」と「人間の尊厳」ということで

す。 

基本理念であるキリスト教精神を基盤として、愛と謙遜をもって、高齢者の方々や子どもたちと接

してまいります。一人ひとりの尊厳を大切にしながら、心身ともに健やかに育成され、日常生活を地

域社会において営むことができるよう支援します。  

当法人では、１老人施設と７保育園、および公益事業としての聖ヨゼフ診療所において、この目的

に向かって確実に実行するよう事業を行います。 

また、それに加えて令和８年度に於いては、気候変動や地震、そしてそこから派生する大災害に対

する対策や、利用者と職員への感染症対策に最大限の努力をするよう、職員一同一丸となって臨む所

存です。 

 

１． 基本理念の理解と共有の深化 

   ・園長会および各施設において、キリスト教精神の理解と共有を深める 

      各園長および職員が、「イエス・キリストを通して示された神様の愛」を感じ、神が与

えた命はかけがえのないものであることを認め、大切にする。 

   ・基本理念「子どもたちをわたしのところに来させなさい。（マルコ 10.14）」に基づいた年間

保育目標を策定し、実施する。（保育施設） 

   ・基本理念「疲れた者、重荷を負う者は、だれでも私のもとに来なさい。休ませてあげよ 

う。（マタイ 11．28）」に基づき、家庭的な温もりを伴う介護を提供することを目指す。 

（老人施設） 

 

２．利用者サービスの向上 

・各施設の特徴を生かした地域福祉の充実と推進 

・保育園のモンテッソーリ教育の育成 

・地域との交流を深め、開かれた保育園をめざす                            

・一人ひとりの尊厳を尊重した質の高い介護の提供 

   ・災害時の対応（気候変動による災害や感染症拡大時に於いてのＢＣＰの充実） 

 

３．人材育成と確保 

・施設内研修（ＯＪＴ）の実施、法人研修、外部研修への参加 

・キャリアパス制度の実施 

・職場の風土改革を積極的に推進 

・障害者雇用の促進 

・施設間の人事異動を必要に応じて行い、職場の刷新を図る 

 

４．健全財政の維持 

・介護報酬、保育所委託費が抑制される中での、収支バランスの維持 

・利用者の掘り起しと利用率の向上による収益の向上 

・調達の効率化等による経費節減 

・適正な人件費比率の維持 

・将来の支出に備えての積立金の積み増し 
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令和８年度（福）聖母福祉会 事業計画書 

法人本部 

１、運営する施設・事業 

 

  《第一種社会福祉事業》 

  ①特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園     静岡市駿河区八幡４丁目６番９号 

    事業開始 昭和４４年６月１日      定員９０名 

 

  《第二種社会福祉事業》 

① 保育所 清水聖母保育園          静岡市清水区岡町１番３４号 

    事業開始 昭和２５年６月２９日     定員１７０名 

  ②保育所 徳山聖母保育園          榛原郡川根本町徳山１８６５番地２ 

    事業開始 昭和４１年５月１日      定員３０名 

③保育所 掛川聖マリア保育園        掛川市中央１丁目８番１号 

    事業開始 昭和４１年５月１日      定員１２０名 

  ④保育所 天使園子どもの家         浜松市中区成子町２３番地１ 

    事業開始 昭和４１年７月１日      定員６０名 

  ⑤保育所 岡部聖母保育園          藤枝市岡部町内谷５８１番地２ 

    事業開始 昭和４２年６月１日      定員６０名 

  ⑥保育所 藤枝聖マリア保育園        藤枝市下薮田７３３番地１ 

    事業開始 昭和４３年４月１日      定員１３０名 

  ⑦保育所 島田聖母保育園          島田市中河町３４４番地 

    事業開始 昭和４７年４月１日      定員１２０名 

  ⑧聖ヨゼフの園デイサービス         静岡市駿河区八幡４丁目６番９号 

    事業開始 平成５年１月１日       定員３０名（通常型） 

  ⑨聖ヨゼフの園老人居宅介護等事業（ホームヘルプ） 静岡市駿河区八幡４丁目６番９号 

    事業開始 平成６年４月１日 

      

  《公益事業》 

  ①聖ヨゼフの園居宅介護支援事業       静岡市駿河区八幡４丁目６番９号 

    事業開始 平成１１年１０月 1日 

  ②聖ヨゼフ診療所              静岡市駿河区八幡４丁目６番９号 

    事業開始 平成２９年４月３日 
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２、理事会の開催 

  ・年４回開催(下記日程) 

・法人及び施設の運営等について協議及び承認 

・その他必要に応じて開催 

 

３、評議員会の開催 

  ・年 1回開催(下記日程) 

・法人及び施設の運営等について協議 

・その他必要に応じて開催 

 

回 開  催  日 開催場所 
開 始 時 間 

主な議案等 
理事会 評議員会 

１ 令和 8年 5月 30日(土) 聖ヨゼフの園 PM1:30～  

令和 7 年度決算及び

事業報告等 

 

２ 令和 8年 6月 20日(土) 聖ヨゼフの園  PM1:30～ 
7令和 6年度決算及び 

事業報告等 

３ 令和 8年 10 月 24日(土) 聖ヨゼフの園 PM1:30～  
経営する事業に 

ついて 

４ 令和 9年 1月 16日(土) 聖ヨゼフの園 PM1:30～  
令和 8 年度 

補正予算等 

５ 令和 9年 3月 13日（土） 聖ヨゼフの園 PM1:30～  
令和 9年度 

事業計画・予算等 

 

 

     

４、園長会の開催 

  ・年６回開催(下記日程) 

・施設の運営、内部研修、諸規程等について 

・その他必要に応じて開催 

 

回 開  催  日 開始時間 開催場所(当番施設) 書記担当施設 

１ 令和 8年 4月 9日(木) AM11:00～ 藤枝聖マリア保育園 徳山聖母保育園 

２ 令和 8年 6月 4日(木) AM10:00～ 徳山聖母保育園 島田聖母保育園 

３ 令和 8年 8月 6日(木) AM11:00～ 島田聖母保育園 清水聖母保育園 

４ 令和 8年 10月 1日(木) AM11:00～ 清水聖母保育園 掛川聖マリア保育園 

５ 令和 8年 12月 3日(木) PM1:30～ 掛川聖マリア保育園 天使園子どもの家 

６ 令和 9年 2月 5日(木) AM11:00～ 天使園子どもの家 岡部聖母保育園 
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５、常任理事会の開催 

  ・年 4~5回開催予定 

・法人及び施設の運営等について 

・理事会等の運営準備 

・その他必要に応じて開催 

 

６、監事監査等の実施 

  ・令和７年度の決算について(下記日程) 

  ・中間監査（業務監査） 

実施年月日 対象施設名 実施場所 

R8.5.21  (木)  AM  10：00～ 天使園子どもの家 
掛川聖マリア保育園 

R8.5.21  (木)  PM 1：00～ 掛川聖マリア保育園 

R8.5.22  (金)  AM 10：00～ 徳山聖母保育園 
島田聖母保育園 

R8.5.22  (金)  PM  1：00～ 島田聖母保育園 

R8.5.25  (月)  AM 10：00～ 岡部聖母保育園 
藤枝聖マリア保育園 

R8.5.25  (月)  PM  1：00～ 藤枝聖マリア保育園 

R8.5.26  (火)  AM 10 : 00～ 法人本部・聖ヨゼフ診療所 
聖ヨゼフの園 

R8.5.26  (火)  PM  1：00～ 聖ヨゼフの園 

R8.5.27  (水)  AM 10：00～ 清水聖母保育園 清水聖母保育園 

R8.11（未定） 施設全般（中間監査） （未定） 

 

７、内部研修の実施 

・カトリックの福祉施設の職員として資質の向上 

 ・法人の経営理念を共有し理解を深める  

 

研 修 名 開催日時 開催場所 研 修 内 容 

第 28回  

新規採用職員研修 

R8.6.10(水)～  

R8.6.11(木) 
裾野マリア修道院 

・カトリックの児童、老人福祉施設で

働く職員としての心構え 

・法人の創設の意義と精神 

第 26回 

中堅職員研修 

R8.10.7(水)～ 

R8.10.8(木) 
裾野マリア修道院 

・カトリックの児童、老人福祉施設で 

 働く中堅職員としての資質の向上 

・法人の創設の意義と精神 

第 11回 

主任・リーダー

研修 

R8.11.4(水)～ 

R8.11.5(木) 
裾野マリア修道院 

・カトリックの児童、老人福祉施設で

働く主任・リーダーとしての資質の

向上 

・法人の創設の意義と精神 

第 51回  

法人の日研修 
R8.11.7(土) 

藤枝聖マリア保育園 

（担当施設） 

・カトリックの児童、老人福祉施設で

働く職員としての資質の向上 

・法人の経営理念、経営方針 


